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県
庁
舎
等
再
整
備
に
伴
う
仮
移
転
交
渉
を
実
施

新
庁
舎
整
備
は
「
基
本
計
画
」
に
向
け
交
渉
実
施
予
定

月
９
日
、
県
庁
舎
等
再
整
備
に
伴
う
仮
移
転
に
か
か
る
交
渉
を
実
施
し
た
。
今
回
の
交
渉
で
は
、
県
庁
舎
等
再
整
備
の
概
要
に
つ
い
て
の
説
明
と
と
も
に
、

１０
当
局
の
仮
移
転
案
に
対
し
て
事
前
に
申
し
入
れ
て
い
た
県
庁
支
部
、
現
業
評
議
会
で
取
り
ま
と
め
た
要
求
に
対
す
る
回
答
を
受
け
た
。
別
館
、
西
館
、
１
号
館
南
側
人

工
台
地
の
取
り
壊
し
に
よ
る
、
職
員
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
、
県
庁
支
部
書
記
局
を
は
じ
め
と
す
る
福
利
厚
生
関
連
施
設
、
車
庫
、
印
刷
室
等
の
移
転
先
に
つ
い
て
は

概
ね
我
々
の
要
求
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
会
議
室
・
倉
庫
ス
ペ
ー
ス
、
来
庁
者
駐
車
場
に
つ
い
て
は
、
現
状
ス
ペ
ー
ス
の
確
保
は
困
難
と
の
回
答
で
あ
っ
た
。

特
に
会
議
室
に
つ
い
て
は
、
近
隣
で
の
借
り
上
げ
を
強
く
求
め
た
が
、「
各
部
局
に
対
し
、
必
要
な
場
合
は
、
借
上
げ
会
議
室
の
予
算
要
求
を
行
う
よ
う
伝
え
る
」
と

の
回
答
に
留
ま
っ
た
。
不
満
は
残
る
も
の
の
、
本
部
か
ら
全
体
に
か
か
る
確
認
と
要
請
を
行
い
、
仮
移
転
に
つ
い
て
は
了
承
し
た
。
今
後
、
新
庁
舎
の
概
要
は
、
現

在
検
討
中
の
「
県
庁
舎
等
再
整
備
基
本
計
画
」
で
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
交
渉
を
実
施
し
、
現
場
の
意
見
が
反
映
で
き
る
よ
う
取

り
組
む
。

【
当
局
の
説
明
（
要
旨
）
】

○
仮
移
転
概
要

今
年
度
内
に
基
本
計
画
を
策
定
。
令
和
３
年
度
以
降
の
詳
細
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
は
未
定
。
流
れ
と
し
て
は
、
基
本
設
計
、
実
施
設
計
を
行
っ
た
上
で
新
庁

舎
を
建
設
し
、
そ
の
後
、
新
駐
車
場
棟
を
建
設
。
建
設
に
あ
た
っ
て
は
、
①

別
館
、
西
館
、
１
号
館
南
側
人
工
台
地
を
除
却
し
、
②
人
工
台
地
跡
に
新
行

政
棟
を
、
県
警
横
駐
車
場
に
新
議
会
棟
を
建
設
し
、
建
設
後
、
現
庁
舎
の
入

居
機
関
等
は
新
行
政
棟
へ
移
転
、
③
そ
の
後
、
１
号
館
、
２
号
館
、
議
場
棟

を
除
却
し
、
④
１
号
館
跡
地
に
新
駐
車
場
棟
を
整
備
す
る
。(

裏
面
参
照)

○
仮
移
転
先

職
員
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
や
印
刷
室
な
ど
、
職
員
の
利
用
が
多
く
、
執
務

室
か
ら
の
近
接
を
求
め
ら
れ
る
機
関
は
２
号
館
地
下
１
階
食
堂
跡
に
仮
移
転

し
、
そ
れ
以
外
は
神
戸
総
合
庁
舎
等
に
仮
移
転
す
る
。

○
駐
車
場
関
係

人
工
台
地
等
の
取
壊
し
か
ら
新
庁
舎
完
成
ま
で
、
議
場
棟
取
壊
し
か
ら
駐

車
場
棟
完
成
ま
で
の
２
段
階
の
仮
移
転
が
必
要
。
１
段
階
目
で
は
人
工
台
地

下
の
公
用
車
車
庫
を
取
り
壊
す
た
め
、
公
用
車
は
主
に
議
場
下
駐
車
場
に
仮

移
転
し
、
運
転
員
控
室
も
議
場
下
駐
車
場
内
に
設
置
。
２
段
階
目
で
は
議
場

棟
や
１
号
館
、
２
号
館
を
取
り
壊
す
た
め
、
こ
れ
ら
に
仮
移
転
し
て
い
た
公

用
車
等
は
３
号
館
に
仮
移
転
し
、
運
転
員
控
室
は
３
号
館
の
低
層
階
部
分
へ

の
設
置
を
検
討
。

【
要
望
事
項
の
回
答
】

[

仮
移
転
関
係]

○
会
議
室
、
書
庫
を
確
保
す
る
こ
と(

県
庁
支
部)

西
館
に
設
置
さ
れ
て
い
る
各
部
局
の
会
議
室
や
書
庫
・
倉
庫
が
喪
失
。
そ

の
た
め
、
神
戸
農
林
振
興
事
務
所
等
が
西
神
戸
庁
舎
へ
移
転
後
、
空
き
ス
ペ

ー
ス
が
発
生
す
る
神
戸
総
合
庁
舎
に
共
有
会
議
室
や
部
局
の
書
庫
・
倉
庫
を

整
備
。
神
戸
総
合
庁
舎
に
つ
い
て
は
、
長
寿
命
化
工
事
の
実
施
を
行
う
自
治

研
修
所
の
仮
移
転
先
や
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
、
私
学
会
館
建

替
に
伴
う
入
居
機
関
の
仮
移
転
先
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
か
ら
会
議
室
及

び
書
庫
・
倉
庫
に
つ
い
て
現
状
の
面
積
約
１
，
６
０
０
㎡
が
約
１
，
２
０
０

㎡
に
減
少
。
会
議
室
に
つ
い
て
は
部
局
に
対
し
て
県
庁
周
辺
の
民
間
会
議
室

の
活
用
を
呼
び
掛
け
る
。

○
１
号
館
１
階
ロ
ビ
ー
の
レ
イ
ア
ウ
ト
を
示
す
こ
と(

県
庁
支
部)

郵
便
局
を
三
井
住
友
銀
行

横
の
倉
庫
及
び
会
議
室
を
改
修
し
設
置
。

A
T
M

○
県
庁
支
部
書
記
局
の
仮
移
転
先
を
確
保
す
る
こ
と(

県
庁
支
部)

福
利
厚
生
の
拠
点
施
設
で
あ
る
職
員
会
館
へ
仮
移
転
で
き
る
よ
う
調
整
。

○
仮
移
転
後
の
来
庁
者
駐
車
場
を
確
保
す
る
こ
と(

県
庁
支
部)

県
庁
舎
の
再
整
備
期
間
中
は
、
来
庁
者
用
の
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
現
状
の
台

数
分
を
確
保
す
る
こ
と
は
困
難
な
状
況
。
工
事
期
間
中
の
混
乱
を
避
け
る
た

め
、
県
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
公
共
交
通
機
関
で
の
来
庁
の
呼
び
掛
け
を
徹

底
す
る
と
と
も
に
、
県
庁
周
辺
の
民
間
駐
車
場
の
状
況
を
広
報
す
る
な
ど
必

要
な
対
応
を
図
る
。

○
仮
移
転
期
間
中
の
売
店
設
置
等
の
考
え
方
を
示
す
こ
と(

県
庁
支
部)

職
員
の
福
利
厚
生
の
充
実
の
観
点
か
ら
仮
移
転
期
間
中
に
お
い
て
も
売
店

を
継
続
設
置
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
設
置
場
所
に
つ
い
て
は
販
売
商
品
の

品
目
等
は
現
状
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
確
保
で
き
る
面
積
も
考
慮
し
つ
つ
、

職
員
の
利
便
性
の
高
い
本
庁
舎
内
へ
の
売
店
の
設
置
に
向
け
、
業
者
や
関
係

部
局
と
の
間
で
調
整
を
続
け
る
。
ま
た
、
休
憩
室
と
し
て
設
置
し
て
い

る

職
員
ク
ラ
ブ
に
つ
い
て
は
面
積
の
制
約
か
ら
本
庁
舎
へ
の
設
置
は
困
難
。

職

員
会
館
の
ロ
ビ
ー
等
の
活
用
を
。
ご
理
解
願
い
た
い
。

○
計
画
の
進
捗
に
合
わ
せ
た
情
報
提
供
を
行
う
こ
と(

現
業
評
議
会)

仮
移
転
や
新
庁
舎
の
設
計
等
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
が
明
確
に
な
っ
た
段
階
で
、

関
係
部
局
に
改
め
て
説
明
を
行
う
。

○
連
絡
・
相
談
体
制
を
確
立
す
る
こ
と(

保
安
室)

仮
移
転
に
伴
う
各
工
事
の
実
施
に
際
し
て
は
請
負
業
者
か
ら
工
事
工
程
等

を
入
手
し
、
管
財
課
を
通
じ
て
保
安
室
に
情
報
提
供
を
行
う
。
管
財
課
と
の

情
報
共
有
を
図
り
な
が
ら
進
め
て
い
く
。

○
設
計
の
実
施
に
当
た
っ
て
の
緊
密
な
連
携
お
よ
び
印
刷
用
紙
等
の
搬
入
に
あ

た
っ
て
の
協
力
を
行
う
こ
と(

印
刷
室)

２
号
館
地
下
１
階
食
堂
跡
の
設
計
に
つ
い
て
は
、
要
望
事
項
を
工
事
を
担

当
す
る
営
繕
課
、
設
備
課
に
伝
達
し
、
印
刷
室
と
連
携
し
な
が
ら
進
め
る
よ

う
伝
え
る
。
一
方
、
印
刷
用
紙
等
の
搬
入
に
つ
い
て
は
、
安
全
面
や
効
率
面

を
踏
ま
え
て
、
ど
の
よ
う
な
対
応
が
で
き
る
か
検
討
し
て
い
く
。
ま
た
、
印

刷
室
の
移
転
に
伴
い
、
機
器
等
を
移
設
・
搬
入
す
る
際
に
は
、
安
全
面
等
に

配
慮
し
た
移
転
方
法
等
を
検
討
す
る
。

○
洗
車
場
を
仮
移
転
車
庫
内
に
整
備
す
る
こ
と(

自
動
車
運
転
員)

人
工
台
地
取
壊
し
後
に
仮
移
転
す
る
議
場
下
駐
車
場
の
床
面
に
防
水
機
能

が
な
い
た
め
、
駐
車
場
の
一
部
を
防
水
加
工
す
る
な
ど
、
洗
車
場
所
の
確
保

に
努
め
る
。
さ
ら
に
新
庁
舎
完
成
後
に
仮
移
転
す
る
３
号
館
駐
車
場
で
は
、

既
存
の
洗
車
場
所
を
活
用
す
る
な
ど
仮
移
転
期
間
中
の
洗
車
場
所
の
確
保
に

努
め
る
。

[

新
庁
舎
関
係]

○
新
庁
舎
後
の
福
利
厚
生
関
係
施
設
の
考
え
方
を
示
す
こ
と(

県
庁
支
部)

現
状
の
機
能
を
基
本
に
各
施
設
を
設
置
し
た
当
時
と
現
在
と
の
生
活
環
境

の
変
化
や
そ
れ
に
伴
う
職
員
ニ
ー
ズ
の
変
化
、
現
在
の
利
用
状
況
、
他
府
県

に
お
け
る
福
利
厚
生
施
設
の
状
況
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
、
新
庁
舎
に
必
要

と
な
る
福
利
厚
生
施
設
を
検
討
し
て
い
く
。

○
新
庁
舎
後
の
駐
車
場
関
係
に
関
す
る
要
望
を
基
本
設
計
に
反
映
す
る
こ
と(

自

動
車
運
転
員)

公
用
車
駐
車
場
と
来
庁
者
用
駐
車
場
と
の
区
分
、
公
務
来
庁
者
用
駐
車
場
・

控
室
の
設
置
及
び
洗
車
場
、
備
品
置
場
、
出
発
・
帰
庁
場
所
の
設
置
に
つ
い
て

は
、
今
後
、
基
本
設
計
や
実
施
設
計
の
中
で
詳
細
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

【
や
り
と
り
の
要
旨
】

組
）
最
初
に
本
日
の
交
渉
は
新
庁
舎
建
設
に
伴
い
、
取
り
壊
し
に
な
る
別
館

等
の
入
居
団
体
の
仮
移
転
に
関
す
る
交
渉
だ
が
、
新
庁
舎
建
設
に
関
す
る
件

に
つ
い
て
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

当
初
計
画
で
は
、
令
和
６
年
度
頃
に
建
設
完
了
と
さ
れ
て
い
た
が
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
が
変
更
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
新
庁
舎
建
設
に
関
連
す
る
項

目
は
、
執
務
環
境
の
点
な
ど
、
職
員
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
や
基
本
計
画
等
の
内
容
が
判
明
す
れ

ば
、
そ
の
都
度
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
必
要
が
あ
れ
ば
交
渉
を
お
願
い

し
た
い
。

当
）
了
解
し
た
。
丁
寧
な
情
報
提
供
に
努
め
る
と
と
も
に
、
計
画
内
容
等
の
公

表
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
あ
わ
せ
、
交
渉
の
場
を
設
け
る
。

組
）
仮
移
転
に
関
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
は
令
和
３
年
度
以
降
は
未
定
と
い
う

説
明
で
あ
っ
た
が
、
ど
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
決
ま
る
の
か
。
決
定
後
、
直
ち
に

組
合
本
部
を
通
じ
て
情
報
提
供
を
行
う
と
と
も
に
、
丁
寧
な
対
応
を
お
願
い

し
た
い
。

当
）
年
内
に
は
基
本
計
画
素
案
を
公
表
す
る
予
定
に
し
て
お
り
、
素
案
を
検
討

す
る
中
で
、
お
お
よ
そ
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
も
決
定
で
き
る
見
込
み
。
ス
ケ
ジ

ュ
ー
ル
が
判
明
す
れ
ば
、
組
合
本
部
や
各
部
局
へ
の
情
報
提
供
を
行
う
な
ど
、

丁
寧
に
対
応
し
て
い
き
た
い
。

組
）
仮
移
転
に
伴
い
、
西
館
の
会
議
室
、
書
庫
が
喪
失
す
る
た
め
、
現
状
か

ら
４
０
０
㎡
ほ
ど
減
り
、
８
割
程
度
が
確
保
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
部
局

No.

兵庫

兵
庫
県
職
員
労
働
組
合

情
報
宣
伝
部

県
職
労
ニ
ュ
ー
ス

金
本

信
二

1１

2020.11.9
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に
対
し
て
、
県
庁
周
辺
の
民
間
会
議
室
の
活
用
を
呼
び
掛
け
る
と
あ
っ
た

が
、
喪
失
分
を
近
隣
で
借
り
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
か
。

当
）
あ
ら
か
じ
め
減
少
面
積
に
相
当
す
る
会
議
室
等
を
借
り
上
げ
て
お
く
こ

と
は
、
当
該
会
議
室
等
を
常
時
使
用
す
る
の
か
不
確
定
な
中
、
非
効
率
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
よ
り
は
、
会
議
室
利
用
が
必
要
な
場
合
に
お

け
る
民
間
会
議
室
活
用
を
部
局
に
呼
び
か
け
て
い
き
た
い
。

組
）
県
庁
周
辺
の
民
間
会
議
室
の
活
用
を
呼
び
掛
け
る
と
あ
っ
た
が
、
そ
れ

に
伴
う
予
算
措
置
は
当
然
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

当
）
県
庁
周
辺
の
民
間
会
議
室
を
活
用
す
る
場
合
に
は
、
必
要
な
予
算
要
求

を
行
う
よ
う
、
関
係
部
局
に
申
し
伝
え
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

組
）
仮
移
転
に
伴
い
、
来
庁
者
駐
車
場
が
大
幅
に
減
少
す
る
が
、
周
辺
の
民

間
駐
車
場
等
を
借
り
上
げ
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
か
。

当
）
県
庁
周
辺
に
は
ま
と
ま
っ
た
台
数
を
借
り
上
げ
ら
れ
る
駐
車
場
が
な
く
、

ま
た
、
経
費
的
な
面
か
ら
も
困
難
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
来
庁
者
駐
車

場
減
少
に
伴
う
県
民
等
へ
の
周
知
や
、
利
用
者
か
ら
の
苦
情
に
つ
い
て
は
、

適
切
に
対
応
し
て
い
く
。

組
）
来
庁
者
の
苦
情
を
直
接
受
け
る
の
は
、
保
安
員
等
現
場
の
職
員
で
あ
る
。

現
場
の
職
員
が
困
ら
な
い
よ
う
、
県
民
等
へ
の
周
知
に
つ
い
て
は
、
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
だ
け
で
は
な
く
、
各
市
町
や
関
係
団
体
へ
の
周
知
を
徹
底

す
る
と
と
も
に
、
利
用
者
か
ら
苦
情
が
あ
っ
た
際
に
は
当
局
が
責
任
を
も

っ
て
当
局
で
対
応
す
る
こ
と
。
ま
た
、
仮
移
転
工
事
期
間
中
に
は
、
保
安

員
が
工
事
の
進
捗
状
況
等
を
把
握
す
る
必
要
が
あ
る
。
特
に
丁
寧
な
情
報

提
供
を
。

当
）
来
庁
者
駐
車
場
減
少
に
伴
う
県
民
等
へ
の
周
知
や
、
利
用
者
か
ら
の
苦
情

に
つ
い
て
は
、
適
切
に
対
応
し
て
い
く
。

当
）
引
き
続
き
、
工
事
の
進
捗
状
況
等
に
つ
い
て
丁
寧
に
情
報
提
供
し
て
い
く
。

組
）
仮
移
転
期
間
中
の
売
店
設
置
に
つ
い
て
は
、
本
庁
舎
内
へ
の
設
置
に
向

け
調
整
を
続
け
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
職
員
の
福
利
厚
生
の
面
か
ら
は
、

売
店
設
置
は
必
須
で
あ
る
。
確
実
に
設
置
す
る
と
と
も
に
場
所
、
業
者
が
決

ま
り
次
第
知
ら
せ
る
こ
と
。

当
）
引
き
続
き
、
設
置
に
向
け
努
力
し
、
決
ま
り
次
第
お
知
ら
せ
す
る
。

組
）
今
後
、
保
安
室
や
印
刷
室
以
外
の
現
業
職
員
職
場
か
ら
仮
移
転
に
関
す

る
要
望
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
丁
寧
に
対
応
す
る
こ
と
。

当
）
状
況
に
応
じ
て
、
丁
寧
に
対
応
し
て
い
く
。

組
）
新
庁
舎
建
設
の
関
係
で
何
点
か
要
請
す
る
。

組
）
基
本
計
画
を
年
度
内
に
策
定
予
定
と
の
こ
と
だ
が
、
執
務
環
境
の
整

備
方
針
な
ど
、
職
員
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
内
容
が
盛
り
込
ま
れ
る
た

め
、
策
定
に
あ
た
り
、
組
合
と
の
協
議
を
お
願
い
し
た
い
。

当
）
基
本
計
画
の
今
年
度
内
策
定
を
目
指
し
、
今
後
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン

ト
を
実
施
す
る
予
定
だ
が
、
組
合
に
も
素
案
を
お
示
し
し
た
上
で
、
組
合

協
議
を
実
施
す
る
予
定
。

組
）
新
庁
舎
整
備
後
の
福
利
厚
生
関
係
施
設
に
つ
い
て
考
え
方
が
示
さ
れ

た
が
、
設
置
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
の
福
利
厚
生
が
向
上
す
る
よ
う
職
員

の
意
見
を
尊
重
し
て
も
ら
い
た
い
。

当
）
新
庁
舎
に
設
置
す
る
福
利
厚
生
関
係
施
設
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
引
き

続
き
、
職
員
の
皆
さ
ん
の
意
見
を
お
聞
き
し
な
が
ら
、
丁
寧
に
対
応
し
て

い
く
。

組
）
新
庁
舎
に
お
け
る
公
用
車
駐
車
場
に
関
係
す
る
要
望
内
容
に
つ
い
て
は
、

し
っ
か
り
受
け
止
め
た
う
え
で
、
基
本
設
計
や
実
施
設
計
に
反
映
し
て
い

た
だ
き
た
い
。

当
）
新
庁
舎
に
お
け
る
公
用
車
駐
車
場
に
関
係
す
る
要
望
内
容
に
つ
い
て
は
、

設
計
等
を
行
う
中
で
、
工
法
や
経
費
等
の
点
も
考
慮
し
な
が
ら
、
対
応
の

可
否
等
を
丁
寧
に
検
討
す
る
な
ど
、
意
見
の
反
映
に
努
め
て
い
く
の
で
、

ご
理
解
願
い
た
い
。

【
確
認
事
項
・
要
請
事
項
】

組
）
私
学
会
館
の
入
居
や
自
治
研
修
所
の
仮
移
転
先
と
な
っ
た
こ
と
で
、
会

議
室
及
び
書
庫
・
倉
庫
が
現
状
の
面
積
と
比
べ
約
４
０
０
㎡
減
少
す
る
こ

と
は
納
得
で
き
な
い
。
民
間
会
議
室
の
活
用
を
部
局
に
呼
び
掛
け
る
と
い

う
回
答
で
あ
っ
た
が
、
当
局
の
責
任
で
確
実
に
会
議
室
を
確
保
し
て
い
た

だ
き
た
い
。

当
）
西
館
の
解
体
に
伴
い
、
会
議
室
の
床
面
積
が
少
な
く
な
り
、
ご
不
便
を

お
か
け
す
る
こ
と
は
大
変
申
し
訳
な
い
。
部
局
に
対
し
、
年
間
の
会
議
予

定
を
踏
ま
え
て
、
必
要
な
場
合
は
借
上
げ
会
議
室
の
予
算
要
求
を
行
う
よ

う
伝
え
る
。

組
）
他
の
県
民
局
か
ら
出
張
の
た
め
来
庁
し
た
公
用
車
の
駐
車
場
を
確
保
す

る
こ
と
。

当
）
限
ら
れ
た
駐
車
ス
ペ
ー
ス
の
中
で
調
整
し
て
い
け
る
と
こ
ろ
は
し
っ
か

り
と
調
整
し
て
ま
い
り
た
い
。

組
）
新
庁
舎
の
職
員
食
堂
で
あ
る
が
、
現
状
、
非
常
に
厳
し
い
経
営
状
況
で

地
方
で
は
中
々
経
営
者
が
見
つ
か
ら
ず
潰
れ
た
事
例
も
あ
る
。
本
庁
は
食

堂
が
あ
る
が
、
状
況
は
同
じ
で
あ
る
た
め
、
そ
う
い
っ
た
側
面
も
考
慮
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

当
）
新
庁
舎
の
食
堂
の
あ
り
方
に
つ
い
て
検
討
し
て
ま
い
り
た
い
。

組
）
新
庁
舎
整
備
に
コ
ロ
ナ
対
策
を
反
映
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

当
）
新
型
コ
ロ
ナ
対
策
は
行
っ
て
い
く
が
、
詳
細
は
基
本
計
画
案
の
な
か
で

示
し
た
い
。

組
）
今
回
の
課
題
で
問
題
が
生
じ
れ
ば
、
協
議
を
求
め
る
の
で
、
誠
意
を
持

っ
て
対
応
し
て
も
ら
い
た
い
。

当
）
仮
移
転
に
対
し
て
課
題
が
生
じ
れ
ば
誠
意
を
も
っ
て
適
切
に
対
応
す
る
。

④③②①

○
配
置
概
要

１
期:

１
号
館
南
側
に
行
政
棟

南
駐
車
場
敷
地
に
議
会
棟

(

地
下
駐
車
場
を
含
む)

を

整
備

２
期:

１
号
館
解
体
後
、
跡
地

に
行
政
・
来
客
用
地
下
駐

車
場
を
整
備

○
規
模
の
目
安

行
政
棟
：
約
６
０
，
０
０
０
㎡

（

階
程
度

28

駐
車
場
：
約
７
，
０
０
０
㎡

議
会
棟
：
約
１
３
，
０
０
０
㎡

駐
車
場
：
約
４
，
０
０
０
㎡

①別館、西館、人工台地の除却
②新行政棟・新議会棟の建築、現庁舎か

ら移転

③１号館、２号館、議会棟の除却 ④駐車場整備
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